
大和都市計画地区計画の決定（橿原市決定） 

１ 都市計画 小槻町第２地区 地区計画を次のように決定する。 

名      称 小槻町第２地区 地区計画 

位      置 橿原市小槻町の一部 

面      積 約３．７ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る
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地区計画の目標 

本地区は、市街化区域の既存住宅地区（第１種中高層住居専用地域）

と京奈和自動車道（国道２４号バイパス線）に挟まれた田園環境ゾー

ンのエリアであり、近鉄大阪線の真菅駅の北側１キロメートル圏内に

位置し、駅徒歩圏として利便性が高い地区である。このため、地区計

画の策定により建築物の用途の混在や、敷地の細分化などによる不良

街区の形成を未然に防ぎ、周辺の豊かな自然環境と調和した住宅市街

地を形成し、良好な居住環境の維持・保全を図ることを目標とする。

土地利用の方針 

 低層でゆとりと潤いのある住宅市街地の形成を図るため、建築物の

用途の混在等を防止し、全域を低層一戸建住宅地とした良好な居住環

境の形成に努める。 

また、建築物の敷地の空地には、積極的な緑化を図り緑豊かな街並

みを形成する。 

建築物等の整備の方針 

 地域の特性を踏まえ、それぞれ次のような制限を定めて健全な都市

環境の形成を図る。 

（１）用途の混在による環境の悪化と敷地の細分化による建築物の過

密化を防止するため、建築物の用途の制限及び敷地面積の最低

限度、建蔽率・容積率の最高限度及び壁面の位置の制限を定め

る。 

（２）良好な景観と調和した地区の整備を進めるため、建築物等の高

さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさ

くの構造の制限を定める。 

 



２ 地区整備計画 
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建築物の用途 

の制限 

建築することができる建築物は次に掲げるものとする。 

（１）住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿は除く。以下同じ。） 

（２）延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次のアから

カに掲げる用途を兼ねる住宅。(これらの用途に供する部分の床

面積の合計が５０㎡を超えるものを除く。) 

ア 事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これ

らに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための

駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除

く。） 

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫

茶店 

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

エ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパ

ン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が０．７５

ｋＷ以下のものに限る。） 

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室等その他これらに類する施設 

カ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動

機を使用する場合にあっては、その出力の合計が０．７５ｋ

Ｗ以下のものに限る。） 

（３）近隣に居住する者の利用に供するために設ける公民館及び集会

所 

（４）巡査派出所 

（５）公園に設けられる公衆便所及び休憩所 

（６）前各号の建築物に附属するもの(次のアからエまでに掲げるもの

を除く。) 

   ア 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地

内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工

作物の築造面積(当該築造面積が５０㎡以下である場合に

は、その値を減じた値)を加えた値が６００㎡(同一敷地内に

ある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ

面積の合計が６００㎡以下の場合においては、当該延べ面積

の合計)を超えるもの 

   イ 自動車車庫で２階以上の部分にあるもの 

   ウ 畜舎 

   エ 別表１に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めの

ない場合にあってはその数量を問わないものとし、地下貯

蔵槽により貯蔵される第１石油類、アルコール類、第２石

油類、第３石油類及び第４石油類を除く。)の貯蔵又は処理

に供するもの 

建築物の敷地面積 

の最低限度 

２００㎡ 

ただし、次の各号に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

（１）巡査派出所 

（２）公園に設けられる公衆便所及び休憩所、公民館 

建築物の容積率 

の最高限度 
 ８０％ 

建築物の建蔽率 

の最高限度 
 ５０％ 
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壁面の位置の制限 

建築物の外壁、若しくはこれに代わる柱の面から敷地境界線まで

の距離は１．０ｍ以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合はこの限りではない。 

（１）外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０ｍ

以下であること。 

（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以

下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること。 

（３）車庫 

建築物の高さ 

の最高限度 
 １０ｍ 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

屋根については、低彩度かつ低明度の色彩※１とし、勾配屋根また

はそれに類する屋根形状とする。 

外壁について基調（各面において５分の４以上を目安とする面積）

となる色彩は、落ち着いた低彩度の色彩を用いることとする。 

※１ 橿原市景観計画専用住宅地エリア色彩基準による。 

かき又はさく 

の構造の制限 

道路境界線側にかき又はさくを設ける場合は、宅地地盤面からの

高さが２ｍ以下で、美観を損ねるおそれのないものとする。ただし、

生け垣はこの限りでない。 

区域は、計画図表のとおり。 



別表 1 
危      険      物 数    量 危      険      物 数    量 

火薬類取締法

（昭和２５年

法律第１４９

号）の火薬類 
（玩具煙火を

除く。） 

火薬 ２０キログラム

消防法（昭和

２３年法律第

１８６号）第

２条第７項に

規定する危険

物 

第２類

第１種可燃性固体 ０．１トン 
爆薬 第２種可燃性固体 ０．５トン 
工業雷管、電気雷管及び信号雷

管 
引火性固体 １トン 

第３類

カリウム ０．０１トン 
銃用雷管 ３０，０００個 ナトリウム ０．０１トン 
実包及び空砲 ２，０００個 アルキルアルミニウム ０．０１トン 
信管及び火管 アルキルリチウム ０．０１トン 
導爆線 黄リン ０．０２トン 
導火線 １キロメートル 第１種自然発火性物質及び

禁水性物質 
０．０１トン 

電気導火線 
信号炎管、信号火箭及び煙火 ２５キログラム 第２種自然発火性物質及び

禁水性物質 
０．０５トン 

その他の火薬又は爆薬を使用

した火工品 

当該火工品の原料をなす

火薬又は爆薬の数量に応

じて、火薬又は爆薬の数

量のそれぞれの限度によ

る。 

第３種自然発火性物質及び

禁水性物質 
０．３トン 

第４類

特殊引火物 ５０リットル 

第１石油類
非水溶性液体 １，０００リットル 

マッチ １５マッチトン 水溶性液体 ２，０００リットル 
圧縮ガス ３５０立方メートル アルコール類 ４００リットル 
液化ガス ３．５トン

第２石油類
非水溶性液体 ５，０００リットル 

可燃性ガス ３５立方メートル 水溶性液体 １０，０００リットル 

消防法（昭和２

３年法律第１

８６号）第２条

第７項に規定

する危険物 

第１類 
第１種酸化性個体 ０．０５トン

第３石油類
非水溶性液体 １０，０００リットル 

第２種酸化性個体 ０．３トン 水溶性液体 ２０，０００リットル 
第３種酸化性個体 １トン 第４石油類 ３０，０００リットル 

第２類 

硫化りん ０．１トン 動植物油類 １０，０００リットル 
赤りん ０．１トン

第５類
第１種自己反応性物質 ０．０１トン 

硫黄 ０．１トン 第２種自己反応性物質 ０．１トン 
鉄粉 ０．５トン 第６類 酸化性液体 ０．３トン 

備考  １．  この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で、かつ、気圧が水銀柱で７６０ミリメートルの状態に換算し 
        た数値とする。 
    ２．  土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス 
           又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。 

 ３． この表において、消防法第２条第７項に規定する危険物の区分は、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）別表第３ 
      の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。 

 ４． この表に掲げる危険物の２種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、この表に掲げる危険物の数量の限度は、それ 
     ぞれの当該各項の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数量を除し、それらの商を加えた数値が１である場合における 
     数量とする。ただし、この表に掲げる火薬類の貯蔵については、この限りでない。 


